
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長野県（北信建設事務所）プレスリリース 令和７年（2025 年）10 月 31 日 

計画の主たる変更点 

 北信圏域内の一級河川(千曲川の大臣管理区間を除く)を対象とし、過去の洪水における洪水

特性を踏まえ、令和元年東日本台風による洪水と同規模の洪水が発生しても、堤防の決壊、越

水等による家屋の浸水被害を防止又は軽減を図るため、今後 30 年間の河川整備の内容等を示

した信濃川水系北信圏域河川整備計画の変更を行うものです。 

 

意見聴取の開催 

１ 日 時 

令和７年 11 月５日（水） 午後１時から午後５時まで 

 

２ 場 所 

飯山庁舎 ３階 300 会議室 （飯山市大字静間字町尻 1340-1） 

 

３ 内 容 

 （１）学識経験者委嘱及び紹介 

 （２）現地視察 

    ①（一）千曲川 栄村 東大滝地区（豊栄地籍） 

    ②（一）千曲川 栄村 箕作・月岡地区（北信地籍） 

    ③（一）皿川  飯山市 北町 

 （３）公聴会で「住民の皆様からいただいたご意見」及び「県の考え方」 

 （４）学識経験者からの意見聴取 

 （５）今後の進め方について 

 

 ４ その他 

 （１）会議は公開で開催します。傍聴者多数の場合は入場をお断りすることがあります。 

 （２）信濃川水系北信圏域河川整備計画（変更原案）については、 

長野県ホームページ（次のＵＲＬ）でご覧ください。 

    https://www.pref.nagano.lg.jp/hokuken/r7kasenseibikeikaku-press.html 

北信建設事務所 整備課計画調査係 

（課長）宮本（係長）石合 

（担当）島田、鈴木 

電話 0269-23-0793（直通） 

0269-22-3111（代表） 内線 361 

FAX 0269-28-0770 

E-mail hokuken-seibi@pref.nagano.lg.jp 

『信濃川水系北信圏域河川整備計画』変更に関わる 

学識経験者からの意見聴取を開催します 

『信濃川水系北信圏域河川整備計画』の変更にあたり、河川法第 16 条の第３項の規定に

より、学識経験を有する方のご意見をお聴きする意見聴取を開催します。 
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しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）推進中 


